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令和６年度人事行政の運営等の状況 

 

１ 職員の任免に関する状況  

１ 採用の状況(令和 6年 4月 1日現在)  

                  （単位：人） 

職種 男性 女性 計 

消防吏員 ６ ０ ６ 

計 ６ ０ ６ 

 

２ 再任用の状況(令和 6年 4月 1日現在)  

                  （単位：人） 

職 種 採用人数 備 考 

一般行政職 ７ 短時間勤務 

 

３ 職位別任用状況（令和 6年 4月 1日現在） 

                                   (単位：人) 

標準的な職名 
消防長 

参与 

次長 

副参与 

課長 

署長 

副課長 

副署長 

分署長 

主幹 合計 

職員数 

消防本部 １ ４ ２ ８ ８ ２３（０） 

消防署   ２ ４ ２９ ３５（１） 

計 １ ４ ４ １２ ３７ ５８（１） 

昇任者数(令和 6年度) ０ １ １ ３ ２ ７（０） 

  （注）（ ）内は女性数であり、内書きとする。 

 

４ 退職の状況 

                  (単位：人) 

事由 男性 女性 計 

定年 ２ ０ ２ 

勧奨 ０ ０ ０ 

その他 ６ ０ ６ 

計 ８ ０ ８ 
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２ 人事評価の状況  

１ 人事評価の状況について 

評定の種類 概 要 評定の活用 対象人数 

人事評価 人事評価制度は、全職員を対象に、職員がそ

の職務を遂行するに当たり発揮した能力・勤

務態度に基づき評価する「能力評価」・「勤務

態度評価」と業績に基づき評価する「業績評

価」を実施しています。 

評価結果は、本人に通知し、今後の人材育成

に活用するとともに、次年度以降の人事異動

等の参考資料にしています。 

勤務手当、昇給、 

昇任昇格 

196人 
※育児休業等

は除きます。 

 
２ 勤務成績の評定について 

評定の種類 概 要 評定の活用 対象人数 

新規採用職員 

勤務評定 

地方公務員法で定められた 6 ヶ月の条件付採

用期間の勤務を評定します。 

正式採用 6人 

 
３ 人件費、職員の給与の状況  

１ 総括 

(1) 人件費の状況(普通会計決算)  

区 分 住民基本台帳人

口（6 年度末） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 
人件費率    

（Ｂ／Ａ） 

（参考）5年度

の人件費率 

令和 

６年度 

R7.3.31  

169,079人 
 千円 

3,235,660 

千円 

74,288 

千円 

1,890,268 

％ 

58.4 

％ 

63.9 

 

(2) 職員給与費の状況(普通会計決算)  

区 分 職員数 

（Ａ） 

給与費 職員１人当たり

給与費（B/A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

令和 

６年度 

人 

217  

千円 

798,878 

千円 

300,161 

千円 

365,938 

千円 

1,464,977 

千円 

6,751 

(注) 1 職員手当には退職手当は含みません。 

(注) 2  職員数は令和 6年 4月 1日現在の人数です。 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額(令和 6年 4月 1日現在)  

区 分 平均年齢 平均給料月額 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 ３６．６歳 313,095円 

（注）「平均給料月額」とは、令和 6年 4月 1日現在における職員の基本給の平均です。 
 

(2) 初任給の状況(令和 6年 4月 1日現在) 

区 分 坂戸・鶴ヶ島消防組合 
坂戸市 

（一般行政職） 

国 

（一般行政職） 

大学卒 213,200円 202,400円 196,200円 

高校卒 187,300円 176,100円 166,600円 
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(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額(令和 6年 4月 1日現在)  

区 分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

大学卒 292,400円 381,000円 390,400円 397,000円 

高校卒 273,300円 352,800円  382,400円 397,911円 

（注）各経験年数に該当する職員がいない場合は「－」で表示してあります。 

 

３ 級別職員数等の状況                                                                                                                      

(1) 級別職員数(令和 6年 4月 1日現在)  

区 分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給与月額 

最高号給 

の給与月額 

1級 主事補 
 人 

41 

% 

18.9 

円 

183,500 

円 

258,100 

2級 主事 35 16.1 230,000 308,500 

3級 主任 29 13.4 261,300 354,700 

4級 主査 54 24.9 287,300 386,100 

5級 主幹 37 17.0 309,800 398,200 

6級 課長、署長、副課長、副署長 16 7.4 335,000 415,700 

7級 次長、副参与 4 1.8 373,400 450,900 

8級 消防長、参与 1 0.5 415,600 475,000 

（注）1 坂戸・鶴ヶ島消防組合職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

 
 

１級, 18.9% １級, 17.9% １級, 22.1%

２級, 16.1% ２級, 17.4% ２級, 10.8%

３級, 13.4% ３級, 13.3% ３級, 17.4%

４級, 24.9% ４級, 23.4% ４級, 22.5%

５級, 17.0% ５級, 22.0%
５級, 15.0%

６級, 7.4% ６級, 4.1%
６級, 10.3%

７級, 1.8% ７級, 1.4% ７級, 1.4%
８級, 0.5% ８級, 0.5% ８級, 0.5%
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(2) 昇級への人事評価の活用状況 

人事評価の結果を昇給額の決定に活用しています。 

 

４ 職員手当の状況 

(1) 期末・勤勉手当（令和 6年 4月 1日現在） 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 国 

(令和 5年度、令和 6年度) 

1人当たり平均支給額 

5年度 1,588千円 

6年度 1,686千円 

― 

(令和 5年度、令和 6年度支給割合) 

  5年度 

期末手当  勤勉手当 

 2.45月分   2.05月分 

（1.375月分） (0.975月分） 

 

6年度 

期末手当  勤勉手当 

 2.5月分   2.1月分 

（1.4月分）  (1.0月分） 

(令和 5年度、令和 6年度支給割合) 

5年度 

期末手当  勤勉手当 

2.45月分    2.05月分 

（1.375月分） (0.975月分） 

 

6年度 

期末手当  勤勉手当 

2.5月分     2.1月分 

（1.4月分）  (1.0月分） 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 役職加算 5～20％ 

(加算措置の状況) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置  

 役職加算   5～20％ 

管理職加算 10～25％ 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

    【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況 

    人事評価の結果を勤勉手当の支給に活用しています。 

 

(2) 退職手当(令和 6年 4月 1日現在) 

坂戸・鶴ヶ島消防組合 国 

（支給率）   自己都合  応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年  28.0395月分  33.27075月分 

勤続 35年  39.7575月分   47.709月分 

最高限度額  47.709月分   47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置(2～45%加算) 
１人当たり平均支給額 

      9,786千円 

（支給率）  自己都合  応募認定・定年 

勤続 20年  19.6695月分 24.586875月分 

勤続 25年  28.0395月分  33.27075月分 

勤続 35年  39.7575月分   47.709月分 

最高限度額  47.709月分   47.709月分 

その他の加算措置 

 定年前早期退職特例措置(2～45%加算) 

(注) 坂戸・鶴ヶ島消防組合は、埼玉県市町村総合事務組合に加入しており、退職手当の支給

率は同組合の支給条例に基づくものです。退職手当の 1 人当たり平均支給額は、令和６年

度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 
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 (3) 地域手当(令和 6年 4月 1日現在) 

支給実績(令和 6年度決算) 85,910千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額(令和 6年度決算) 395,899円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度(支給率) 

坂戸市 10％ 217人 10％ 

 

(4) 特殊勤務手当の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

支給実績(令和 6年度決算) 18,981千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額(令和 6年度決算) 98,859円 

職員全体に占める手当支給職員の割合(令和 6年度) 88％ 

手当の種類(手当数) 5 

 

手当の名称 支給を受ける者の範囲 左記職員に対する支給単価 

 ① 火災出動手当    消火作業等に従事したとき 1回    300円 

 ② 救急出動手当    救急作業等に従事したとき 

1回    200円 

救命処置を施した場合救急

救命士のみ 

1回   500円 

 ③ 救助出動手当    救助作業等に従事したとき  1回    300円 

 ④ 機関員手当    機関の業務に従事したとき    

 機関員 

１当務 150円 

副機関員 

１当務 100円 

 ⑤ 深夜特殊業務手当 
   午後 9 時 30 分から翌日の午前 6 時 30

分までの間当務したとき 
 １当務 600円 

 

(5) 時間外勤務手当 

支給実績(令和 6年度実績) 54,702千円 

職員 1人当たり平均支給年額(令和 6年度決算) 344,038円 

支給実績(令和 5年度実績) 54,960千円 

職員 1人当たり平均支給年額(令和 5年度決算) 215,412円 
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(6) その他の手当(令和 6年 4月 1日) 

手当名 内容及び支給単価 

国の

制度

との

異同 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

(令和 6年

度決算) 

支給職員 1

人当たり平

均支給年額

(令和 5年度

決算) 

扶養手当 
扶養親族のあるすべての職

員 
同  

千円 

28,926 

   円 

262,964 

住居手当 

自ら居住するための住居を

借り、月額 16,000円以上の

家賃を支払っている職員 

同  16,204 324,080 

通勤手当 

片道 2km 以上で交通機関や

自動車等を利用しなければ

通勤が困難な職員 

同  12,972 66,866 

管理職手当 

管理、監督の地位にある職

員に定額で支給 

42,000円～70,000円 

同  30,846 531,828 

管理職員特

別勤務手当 

管理職手当の支給を受ける

職員が公務の運営の必要に

より週休日又は休日等に勤

務した場合 

同  2,020 34,828 

 

５ 特別職の報酬等の状況  (令和 6年 4月 1日現在) 

区 分 報酬月額等 

報 
 

 
酬 

管理者 

副管理者 

24,000円 

18,500円 

議長 

副議長 

議員 

19,500円 

18,500円 

17,500円 

期
末
手
当 

管理者 

副管理者 

(令和６年度支給割合) 

4.6月分 

議長 

副議長 

議員 

(令和６年度支給割合) 

4.6月分 

 

６ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由             (各年４月１日現在) 

     区 分 

部 門 

職 員 数 対前年

増減数 
主な増減理由 

令和５年度 令和６年度 

特別行

政部門 
消 防 218 217 -1 普通退職によるもの 

合  計 218 217 -1  

(注) 職員数は一般職に属する職員数です。 
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(2) 年齢別職員構成の状況(令和 6年 4月 1日現在) 

 
 

 

(3) 職員数の推移 

（単位：人・％） 
年度 

部門別 
令和元年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 

過去５年間の 

増減数（率） 

消防職 211 212 213 214 216 215 
4 

（1.9％） 

一般行政 2 2 2 2 2 2 
0 

（0％） 

総合計 213 214 215 216 218 217 
4 

（1.9％） 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

１ 勤務時間の概要 

職員の勤務時間は、一週間当たり 38 時間 45 分と定められており、毎日勤務者においては

毎週月曜日から金曜日までの、それぞれ午前 8時 30分から午後 5時 15分まで（1日につき 7

時間 45分とする。）の勤務となります。 
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8.0%

10.0%
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14.0%
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20.0%
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構成比

５年前の

構成比

区分 
20歳

未満 

20
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～
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歳 
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～
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歳 
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歳 
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歳
～
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歳 
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歳
～
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歳 
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歳
～
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歳 
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歳
～
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歳 

52
歳
～
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歳 

56
歳
～
59
歳 

60歳

以上 

 

計 

職員数

(人) 
8 28 34 22 14 30 15 3 35 15 4 9 217 
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また、交替制勤務者においては、午前 8時 30分から翌日の午前 8時 30分まで（1当務につ

き 15時間 30分とする。）の勤務となります。 

 

２ 休暇の種類 

職員の休暇には、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇があります。それぞれの

概要は以下のとおりです。 

＜年次有給休暇＞ 

労働基準法第 39条の諸規定に従って与えられる有給による休暇であり、年度毎に最高 20

日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高 40日間となります。 

＜病気休暇＞ 

勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の

証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させる目的で設けられ

た有給の休暇です。 

＜特別休暇＞ 

選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故等特別の事由により職員が勤務しないこと

が相当である場合に認められる有給の休暇です。（種類及び日数は下表のとおり） 

＜介護休暇＞ 

   配偶者、父母、子、配偶者の父母等の親族で負傷、疾病又は老齢により 2 週間以上にわ

たり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると

認められる場合における無給の休暇です。 

 

（主な特別休暇の種類及び日数） 

項 目 日 数 

(1)  選挙権その他公民として権利を行使する

場合 

必要と認められる期間 

(2)  証人、鑑定人、参考人等として国会、裁

判所、地方公共団体の議会その他官公署へ

出頭する場合 

必要と認められる期間 

(3)  出産の場合 

 

出産予定日 6週間（多胎妊娠の場合には 14週

間）前から産後 8週間を経過するまでの期間 

(4)  妊娠中及び出産後 1 年以内の職員が母子

保健法に規定される保健指導、健康診査を

受ける場合 

1 回につき 1 日の範囲内で必要と認められる

時間 

(5)  妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関

の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持

に影響があると認める場合 

1 日を通じて 1 時間を超えない範囲内で必要

と認められる時間 

(6)  生後 1年に達しない子を育てる場合 1日 2回それぞれ 30分間 

(7)  忌引の場合 （例）配偶者、父母（血族）の場合７日、子

（血族）の場合 5日、伯叔父母の場合 1日 

(8)  結婚の場合 5日の範囲内で必要と認められる期間 

(9)  妻の出産の場合 3日の範囲内で必要と認められる期間 

(10)職員の妻の出産に際して出産にかかる子

及び小学校就学前の子を養育する場合 

5日の範囲内で必要と認められる期間 

(11)義務教育終了前の子を看護する場合 一の年において 5 日の範囲内で必要と認めら

れる期間（対象となる子が 2 人以上の場合は

10日） 



 9 

３ 年次有給休暇の取得状況 

年 総取得日数 取得人数 平均取得日数 

令和 6年度 2,654 3/8日 217人 12.2日 

令和 5年度 2,691 7/8日 218人 12.3日 

 ※平成 30年度から年次休暇の付与日が 4月 1日になりました。 

 

４ 時間外勤務の状況 

年度 総時間外勤務時間 支給対象人数 
支給職員一人当たり 

月平均時間外勤務時間 

令和 6年度 19,705時間 159人 10時間 

令和 5年度 17,597時間 133人 11時間 

 

５ 職員の休業に関する状況  

１ 育児休業 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて３歳に満たない子を養育するため、子が３

歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないことを可能とする制度です。育児

休業をしている期間について、給与は支給されません。 

 

２ 部分休業 

部分休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、その小学校就学の始期に達するまでの子

を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しない制度で、休業し

た期間の給与は減額されます。 

 

      休業の種類 

休業者の内訳 

 

育児休業 

  

部分休業 

 

うち新規 うち新規 

取得者合計 9 9 2 0 

 うち女性 1 1 1 0 

うち男性 8 8 1 0 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況  

１ 分限処分の状況                              (人)  

事由                      種類 降任 免職 休職 計 

勤務成績がよくない場合 0 0  0 

心身の故障の場合 0 0 2 2 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0  0 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0  0 

刑事事件に関し起訴された場合   0 0 

条例で定める事由による場合   0 0 

計 0 0 2 2 
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２ 懲戒処分の状況 

                                        (人)  

事由                    種類 免職 停職 減給 戒告 計 

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 

職務上の義務に違反し、又職務を怠った場合 0 0 0 0 0 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 

 

７ 職員の服務の状況  

１ 職務専念義務免除の状況  

人間ドック 

（脳ドック等含む） 
リフレッシュ休暇 その他 合計 

2件 7件 74件 83件 

 

２ 営利企業等従事状況 

地域活動 研修等講師 その他 合計 

0件 0件 2件 2件 

 

８ 職員の研修の状況  

１ 学校研修 

研   修   名 日  数 参加者数 実 施 機 関 等 

第 149期・第 150期初任教育 各 103日 12人 埼玉県消防学校 

第 20期警防科 9  2     〃 

第 14期予防査察科  9  2     〃 

第 153期･第 154期･第 155期救急科 各 34  12     〃 

第 38期救助科 21  2     〃 

第 52期初級幹部科 9  2     〃 

第 19回警防活動教育 7  1     〃 

第 21・第 22回・第 24回実火災訓練教育 各 1  3     〃 

第 12期特殊災害科 7   2     〃 

第 25期救急救命士養成教育訓練 149   1  
埼玉県消防学校 

救急救命士養成課程 

第 1回･第 2回救急救命士養成事前教育訓練 各 3  2     〃 

救急救命士特別教育訓練(指導救命士養成研修) 16  1     〃 

救急救命東京研修所第 67期研修 126  1  
（一財）救急振興財団

東京研修所 
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２ その他の研修 

研   修   名 日  数 参加者数 主 催 機 関 等 

職員人権同和教育研修   1日 10人 坂戸市役所 

人事評価制度研修 2  172  (一社）日本経営協会 

課長級、課長補佐級、主査級、主任級研修、評

価者、職員採用研究会、チームを支える！自分

力向上、説明力・聞く力向上、文書作成力向上、

クレーム対応、議会答弁・報道機関対応、法制

執務、ＤＸ時代の広報戦略、企画調整力向上、

簿記入門と公会計 

各 1～3   30  
彩の国さいたま 

人づくり広域連合 

ハラスメント研修 2  47  若葉法律事務所 

男女共同参画研修 2  161  
レインボーさいたま

の会 

交通安全研修 1  75  
㈱ネクスコ・パトロ

ール関東 

消防職員安全衛生管理研修会 2   1  
（一財）地方公務員

安全衛生推進協会 

西部五市町共同研修会初級職員研修 3  4  
西部五市町共同研修

会 

潜水技術研修 5   1  

ニッスイマリン工業

㈱日本サバイバルト

レーニングセンター 

潜水士受験準備講習会 2   1  
（一財）安全衛生普

及センター 

２級（湖川小出力限定）操縦士免許レギュラー

コース 
2   2  ヤマハ発動機㈱ 

小型移動式クレーン運転技能講習 3    1  
（一財）江南クレー

ン技能教習所 

玉掛け技能講習   3    1    〃 

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 3  1  
技術技能講習センタ

ー㈱ 

ガス溶接技能講習 2  1  
（一社）労働技能講習

協会 

第 22回国民保護ＣＲテロ初動セミナー 3  1  

国立研究開発法人量

子科学術研究開発機

構 

第 75 回日本救急医学会関東地方会学術集会・

第 62回救急隊員学術研究会 
1  4  

(一社）日本救急医学

会 

第３回小江戸ＭＣＬＳ標準コース  1  1    〃 

第 28回奥武蔵外傷セミナー（ＪＰＴＥＣ） 1  2  
(一社）日本災害医学

会 

消防・救急緊急自動車運転技能者課程 4  1  
自動車安全運転セン

ター 
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９ 職員の福利及び利益の保護の状況  

１ 福利厚生制度に係る負担状況 

(1) 共済組合への負担金の状況 

  ・共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である坂戸・鶴ヶ

島消防組合の負担金によって賄われています。坂戸・鶴ヶ島消防組合の負担率は法定され

ており、令和 6年度は次のとおりです。 

共済組合の名称 負担金の額 

埼玉県市町村職員共済組合 274,895,076円 

 

(2) 補助金の負担状況 

名 称 金 額 

職員自己啓発事業補助金 176,000円 

 

２ 公務災害の発生状況 

名 称 件 数 

公務災害 2件 

 

10 勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服申立ての状況  

 令和 6 年度の公平委員会への勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求

の状況は、ありませんでした。 

 

11 職員の退職管理の状況 

 退職管理とは、地方公務員法及び坂戸・鶴ヶ島消防組合職員の退職管理に関する規則に基づ

き、当消防組合を退職した後に営利企業等に再就職した元職員が、職員に対して、職務上の行

為をするように依頼等をすることを規制し、公務の公正な執行を確保しています。 

 なお、令和 6年度における依頼等はありませんでした。 


